
 チベ ッ ト訳律蔵 「布薩事」の内容

 佐 々 木 閑

 根 本 有部 律 の腱 度 部 は, 雑事 も入れ て全 部 で十 八 の 事(vastu, gzi)か ら成 って

い る。 この うち の 第二 番 目 「布薩 事 」(posadhavastu, gso sbyoh gi gi)は, 半 月 毎

の 比 丘 の 布薩 を 説 明す る もの だ が, 資料 と して 完 全 な形 で現 存 す る もの は チ ベ ッ

ト訳 だ け で あ る。 漢 訳 は全 く残 って い な い し, Gilgitか ら出土 し た サ ンス ク リ ッ

ト写 本 も約 三分 の二 が 欠落 して い る。 そ れ ゆ え 本稿 で は, 唯 一 の完 本 で あ るチ ベ

ッ ト訳 を基 に して, 根 本 有部 律 「布薩 事 」 の全 容 を紹 介 して い く。 資 料 と して は, 

影 印 北京 版(Khe 128b4-208b8)お よ び デ ル ゲ 版(Ka 131a4-221b5)を 用 い た。 尚, 

内 容 紹 介 の 後 の 括 弧 は私 の 註 で あ る。

(1) pindoddana(P.128b4-5, D.131a4)

 〔チベ ッr訳 では単 にsdom(uddana)と してい るが, 実際 にはpindoddana。 〕

(2)uddana(P.128b5, D.131a4.5)

(3)外 道 達 が 「釈 子 沙 門 に は我 々 が 行 な う坐('dug pa, nisadya), 行(bya ba, kri-

 ya), 布 薩(gso sbyon, posadha)と い った 行事 はな い 」 と言 うの を 聞 い た仏 教 の

 在 家 信 者 達 は, この 言 葉 を世 尊 に報 告 し, 仏 教 で も これ ら三 つ を取 り入れ る よ

 うお 願 い す る。 世 尊 は これ を承 諾 す る。(P.128b5-129b1, D.131a5-132a2)

 〔同様の話 は他の律 にもみ られ るが, そこでは坐 と行 の二つ は全 く言及 されない。〕

(4) 坐 の 定 義 坐 とはyoga(rnal'byor)の こ と。 yogaと は, 自分 の身 体 が 髪

 乃 至 小 便(い わゆ る三十六物)と い った 汚 な い もの で構 成 され て い る とい う事 実

 を正 し く観察 す る こ と。(P.1291.5, D.132a2-6)

 〔以下(5)-(15)が坐, (16)が行, そ して(17)以下が布薩に関す る説明で ある。〕

(5) 比 丘 達 は, 牧;場や 門 房, 外 廊, 住 房, 森 林, 村 の 近 く(墓 地?)等 でyoga

 を修 習 した が, い ろい ろ と不 都 合 が 生 じた た め, 世 尊 は これ を禁 じ, 修 行 堂 の

 建 立 を命 ず る。(P.129b5-130b1, D.132a6-133a2)

 〔ここでは原始仏教以来 の伝統 である, 森林 での修行 が否定 され てい る。〕

(6) 修 行 堂 の 造 り方。 先 ず 幾 つ か の 住 房 の 壁 をぶ ち抜 い て 広 間 に し, 扉, 窓, 網

 戸, 閂, 円形 坐 台, 坐 布 団 を備 え付 け る。(P.130b1-131b1, D.133a2-134a4)

 〔上記 の備品 の一 つ一 つについて, 具体的 な作 り方が記 されてい る。〕
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(165) チベ ッ ト訳律蔵 「布薩事」 の内容(佐 々木)

(7) yoga修 行 中 の うた た寝 を防 止 す る方 法。 耳 に糸 玉 を結 びつ け る(水 の入 った

 小 さな器 を耳の上 に結 びつける?), 自分 の体 を棒 でつ つ く, 玉 を こ ろ が す, 燈 火

 を 目の前 に置 く, 足 を伸 ばす, 立 って 歩 く等。(P.131b1-6, D.134a4-b2)

(8) そ の他, yogaの 妨 げ とな る行 為 を 規制 す る方 法。(P.131b6-8, D.134b2-4)

(9) 修 行 堂 に 入 りきれ な い比 丘 が い た た め, 世 尊 は, 二 階 に第 二 修 行 堂 を造 る こ

 とを命 じ る。 それ で も入 りきれ なか った の で, 住 房 と は別 の 独 立 した 修 行 堂 の

 建 立 を命 じる。(P.131b8-132a4, D.134b4-135a1)

(10) 修 行 監 視 比 丘 の設 置。 修 行 監 視 比 丘 にな るた め の 五 つ の 条 件。 白二 鵜磨 に よ

 る任 命 の 方 法。, (P.132a4-b7, D.135a1-b4)

(11)修 行 監 視 比 丘 が な す べ き 仕 事。(修 行堂の整備 や修行 開始の告知。)(P.132b7-133

 a1, D, 135b4-6)

(11) 修 行 監 視 比 丘 が, 修 行 の 開 始 を皆 に報 せ る た め 大 き な 音 でgandiを 打 ち 鳴

 ら した。 そ れ を 聞 い た 町 の人 々 は, 盗 賊 が現 われ た の か と思 って僧 院 昏 駆 け付

 け た。 世 尊 は 大 き な音 でgandiを 鳴 らす こ とを禁 止 し, さ ら にgandiを 鳴 ら

 す べ き場 合 を 以下 の五 種 に 限定 す る。1). 比 丘 達 を集 合 させ る た め 2). 渇 磨

 のgandi 3). 人 が死 ん だ時 のgandi 4). 修 行 の た め のgandi 5). 災 難 を

 報 せ る た めのgandioそLて これ ら五 つ の場 合 の 各 々 に?い て, gandiの 鳴 ら

 し方 が 決 め られ る。(P.133a1-5, D.135bs-136a3)

 〔実際, どのよ うに鳴 らすのか私 にはわか らない。識 者の御 意見を待 つ。〕

(13)yogaの 修 行 を終 えた 比 丘 の 食 事 の と り方。(P.133a5-8, D.136a3-6)

(14) 施 食 を受 けた あ との 法 話 の 仕 方。(P.133b1-3, D.136a6-b1)

 〔この記 述は, 直前 の(13)に関係 して述 べ られる ものであ って, yogaと は無関係。〕

(15) 修 行 監 視 比 丘 の 出勤 の 心 得 他 の比 丘 よ り も先 に修 行 堂 へ 行 き, 他 の比 丘

 よ りもあ とに 退 出 しな けれ ば な らな い。 も し都 合 が悪 くて 先 に行 け ない 時 は, 

 修 行 堂 の鍵 を予 め 隠 し, そ の隠 し場 所 を他 の 比 丘 に教 え て お く。(P.133b3-6, D.

 136b1-3)〔 以上が坐に関す る説明〕

(16)行 の定 義 一 行 と は, 白, 白二, 白 四鵜 磨 の こ と。(P.133b6, D.136b3-4)

(17)布 薩 の定 義 布 薩 と は半 月毎 のpratimo sasutra(so sor thar pa'i mdo)の

 唱 諦。 唱 え る の は上 座 比 丘(P.133bs-8, D.136b4-5)

(18)比 丘 達 が集 ま って 布 薩 をす るの に適 当 な場 所 の選 定。 白二 朔磨 に よ る布 薩 場

 の 決 定。(P.133b8-134b5, D.136b5-137b3)

 〔布薩場では布薩だけでな く, 自恣や白, 白二, 白四 凋磨 も行 なわれ る。〕
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 チベ ッ ト訳律蔵 「布薩事」 の内容(佐 々木) (166)

19 uddana(P.134b6-7, D.137b3-4)

(20) 一 人 で 洞 窟 に住 んで い たBrahmana Kapphina比 丘(bram ze Kap pi na)が 布

 薩 に 出席 す るの をた め らって い た。 これ を 知 つ た世 尊 は 彼 を諭 し, 布薩 場 ま で

 連 れ て い って, 皆 とい っし よに 布 薩 を させ た。(P.134b7-135b8, D.137b4-138b6)

 〔すべ ての比丘 に布薩 出席 の義務 があることを示 している。〕

(21) 白二 謁 磨 に よ る大 界 の 決 定。 同 一 大 界 内 の 比 丘 は必 ず一 箇 所 に集 ま って, 布

 薩, 自恣, 白, 白二, 白 四 漏 磨 を行 な わ ね ば な らな い。(P.135b8-137a4, D.138b6

 -140a3)

 予 め在住比丘(gnug mar gnas pa, naivasika)達 が大界の境界 線 を決 め て お い

 て, そのあとでサ ンガの全員が集 まって, 白二翔磨 に よって正式に決定 す る。 し

 か し, 大界 が正式 に決定 され ない うちは, 白二掲磨 に参 加すべ き, サ ンガの構成

 員 も決 ま らないのだか ら, 「サ ンガの全員が集 まって大界 を決定 す る」 こ とは で

 きないはず である。実際 には, 在住比丘 が境界線 を定 める段階で根 回 しが行 なわ

 れ, その境界 内のすべ ての比丘 が承諾 した うえで, あらた めて全員が集 まって白

 二凋磨 を したのであろ う。

(22)白二 掲 磨 に よ る不 失 衣 界 の許 可。(P.137a4-bs, D.140a3-b5)

不失衣界 とは, その界 の内部 な らsamghatiを 持 たずに移動 して も罪 にな らない

界 の こと。今 の場合, 大界 と一致 す る。

(23) 鵜 磨 の度 に全 員 が集 ま って い た の で は, 生 活 が乱 れ て しま う。 これ を防 ぐた

 め に, 以下 の手 順 で小 界 が 設 け られ る。(P.137b6-140b7, D.140b5-143b7)i). 白

 四鵜 磨 に よ る大 界 の解 除 ii). 白二 錫 磨 に よ る小 界 の 決 定 iii). 白 二 凋 磨 に

 よ る大 界 の再 決 定 iv). 白二 掲 磨 に よ る不 失 衣 界 の許 可。

 〔界 の解除 を白四鵜磨 で行 な うのは根本有部律 だけ。他 の律 はす べて白二掲磨。〕

(24) 界 の縮 小, 拡 大。(P.140b7-143b1, D.143b7-146b7)i). 白 四掲 磨 に よ る 大 界, 

 小 界 の 同 時解 除ii). 白 二 翔 磨 に よ る新 しい 大 界 と小 界 の 同 時 決 定iii). 新

 しい 大 界 内 で の 不 失 衣 界 の 許 可。

(25)自 然 界 の範 囲。(P.143b1-6, D.146b7-147a4)i). 壁 に 囲 まれ て い る な らそ こ が

 境 界 ii). 壁 が な い場 合 は, 水 槽 か ら落 ち る水(?)が 届 く範 囲 iii)村 落 で

 は 村 の 境 界 が そ の ま ま 自然 界 の 境 界 にな る iv). 森 の 中 で は半 径1 krosa(rgy-

 an grags)の 円 の 内 部。

 自然界 とは, 人 為的に界 を設 けな くて も比丘 が存在 す ることに よって自然 に成立

 す る界の こと。 自然界 の中に複数の比丘がい る場合 は, P結界 していな くて も, 必

 ず全員が集 まって布薩 等の行 事を行 なわねばな らない。 つま り大界 の最小単位。
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(167) チベ ッ ト訳律蔵 「布薩事」 の内容(佐 々木)

(26) 布 薩 鵜 磨 に は 四種 類 あ る。(P.143b7-8, D.147a4-6) i)。 全 員 が そ ろ わ ず, しか

 もや り方 が 規 範 に則 って い ないii). 全 員 そ ろ っ て は い る が, 規 範 に 則 って

 い ないiii). 全 員 そ ろ って は い ない が, 規 範 に は則 って い る iv). 全 員 が そ

 ろ って お り, しか も規 範 に則 って い る。 この うち正 しい の はiv)の み。

(27) 上 座 比 丘 のpratimoksa唱 諦 に は, 五 種 の方 法 が あ る。(P.143b8-144a4, D.147

 a6-b2)i). 白 を な して か らpratimoksaの 序 言(glen gzi, nidana)だ け を 唱 え, 

 あ と は省 略 す る ii). 白 を な し, 序 言 と 四 つ のparajikaだ け を 唱 え, あ と は

 省 略 す る iii). 白 をな し, 序 言 か ら 十 三 のsamghavasesaま で を 唱 え, あ と

 は省 略 す る iv). 白 をな し, 序 言 か ら二 っ のaniyataま で を 唱 え, あ と は 省

 略 す る v). pratimoksaを 全 部 唱 え る。

v)が 正 式 で あ るが, i)-iv)で も構 わ な い。 pratimoksaに は, aniyataの あ とに

も ま だ, naihsargikaprayascittika, prayascittika, pratidesaniyaと い った 項 目 が

続 くが, これ ら は ま とめ て 扱 わ れ て い る。

(28) uddana.(P.144a4-5, D.147b3)

(29) 布薩 の 時, 誰 もpratimoksaを 諦 す. る こ とが で き な い場 合 の 処 置。 先 ず, 皆

 でpratimoksaを 諦 す る こ との で き る比 丘 を 探 さね ば な らな い。(当 然, 大界 の外

 へ探 しに行 くことにな る。)見 つ か らな い場 合 は, 布 薩 を して は な らな い。(こ の 日

 の布薩が中止 にな るのか, それ とも延 期なのか, ここには明記 されていない。)

 い っ し ょに 前 安居 に 入 る予定 の比 丘 達 や, 入 る こ とを正 式 に決 定 して い る比 丘

 達 の 中 に, pratimoksaを 唱 え る こ との で き る者 が い な い と 判 った 場 合, 彼 ら

 は, 唱 え る こ との で き る比 丘 を探 さね ば な らな い。 見つ か らない 場 合 は, そ の

 ま ま の メ ンバ ー で前 安 居 に 入 って は な らな い。 又, い っ し ょに後 安 居 に入 る予

 定 の比 丘 達 に つ い て も同様。 一 方, す で に後 安 居 に入 る こ と を正 式 に決 定 して

 い る比 丘 達 の 中 に, pratimoksaを 唱 え る こ との で き る者 が い な い 場 合 は, 二

 ケ 月 間 注 意 深 く生 活 した後 で, pratimoksaを 唱 え る ことの で き る 比 丘 を 探 さ

 ね ば な らな い。 も し見つ か らな い場 合 に, そ の ま まの メ ンバ ーで 布 薩 を して は

 な らない。(P.144a5-145a5, D.147b3-148b4)

 安居 とは三 ケ月間 の定住生活 の ことであ り, この期間 中の比丘 の移動 は禁 じられ

 てい る。安居 には, 開始 す る日の違 いによ って前安居 と後 安 居 の二種 類 が あ っ

 て, 後安居 は前安居 の一 ケ月後 に始 まる。前安居が始 まる時に は, 後 安居 をす る

 つ もりの比丘 はまだ遊行 中だか ら, それ を探 して連れ て くれば よいが, 後 安居 が

 始 まる時 には, 前安居 の比丘 はす でに安居 に入 ってい るし, 後安居 の比丘 も,

 済 に安居に 入 るのだか ら, 他所 か ら比丘 を連れて くることはで きない。 二ケ月待
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 チベ ッ ト訳律蔵 「布薩事」 の内容(佐 々木) (168)

 て ば前安居 に入 っていた比丘 は安居 が終 わ って遊行期 に入 るか ら, それを連 れて

 くるのであ る。実際 には前安居終 了後 も数 ケ月間 の定住 が認 め られ ているか ら, 

 安居終 了後直 ちに遊行 を始 め る比丘 は少 なか ったか もしれ な い が, そ の場 合 に

 は, 前安居 の終 わ った別 の僧 団へ行 って連 れて くればよい。

(30) pratimoksaを 唱 え る こ との で き な い比 丘 達 が, pratimoksaに 通 じ た 比 丘 を

 迎 え 入れ る際 の歓 待 方 法。(P.145a5-b4, D.148b4-149a3)

(31) 布 薩 の 日, 弟 子比 丘 が ど う して も他 所 へ でか けね ば な ら ない 時 の 処 置。 和 尚

 や 師 に そ の 旨 を告 げ た うえ で, 先 方 に ち ゃん と布 薩 を行 な うこ との で き る立 派

 な比 丘 が い る場 合 に 限 り, で か け る こと が で き る。(P.145b4-7, D.149a4-6)

(32) 病 気 で布 薩 に 出席 で き な い比 丘 は, 他 の比 丘 に委 託 して 清 浄(yons sudagpa, 

 parisuddha, 無罪証明)を サ ン ガへ 伝 え ね ば な らな い。 清浄 の委 託 が 不 可 能 な 場

 合 は, サ ンガ の ほ うが病 比 丘 の と ころへ 出 向 い て行 って, そ こで 布 薩 をす る。

 清 浄 を 委託 され た比 丘 は, 途 中 で事 故 の な い よ う十 分 気 を つ けて サ ン ガの と こ

 ろ へ 行 き, 清 浄 を伝 え る。(P.145b7-147a5, D.149a6-150b5)

(33) 清 浄 を 委 託 され て サ ンガ へ 向 か って い る者 が途 中 で死 亡 した り, 一 人 前 の 比

 丘 で な い こ とを 告 白 した場 合, 清 浄 は 不成 立 とな り, も う「 度 別 の者 に委 託 さ

 れ ね ば な らな い。 一 方, 委託 され た者 が サ ンガ到 着 後, 未 だ正 式 に清 浄 を伝 達

 しな い うちに 死 亡 した り, 一 人 前 の 比 丘 で な い こ とを 告 白 した場 合, 清 浄 は成

 立 す る。(P.147a5-148a1, D.151b1-7)

(34) 布 薩 は, 比 丘 の 人 数 に よ って 三 種 類 に 分 け られ る。i).一 人 乃 至 三 人 の 比

 丘 しか い な い 場 合, サ ン ガ は成 立 しな い か ら通 常 の 布薩 は 行 な え な い。、こ の揚

 合 に は, 諸 天 神 に 己 の 潔 白 を 証 言 す る。ii). 四人 の比 丘 が い る 時 は, 通 常 の

 布 薩 掲 磨 を行 な う。 但 し病 比 兵 の 清 浄 は 受 け られ な い。(四 人 の比丘 がいて一人

 が病:気な ら, 実際 布薩 に参加 す るの ま 人 だか らサ ンガは成立 しな い。)iii). 五 人 以

 上 の 比 兵 が い る場 合 は, 清 浄 を 受 け る こ ≧ もで き る。(P.148al-bi, D.151b17), 

(35) uddana.(P.148b1-2, D.152a1)

(36), 一 部 の 比 丘 が, 盗 賊 等 の部 外 者 に よ って捕 え られ て い る た め全 員 が 集 合 で き

ず, 布薩 を 行 な え な い場 合 の対 処 の仕 方。 先 ず 比 丘 の解 放 を嘆 願 す る。(二 回)

そ れ で もお め な 時 は, 皆 で大 界の 外 へ 出 て布 薩 をす る。 布 薩 後 も比 丘 の 解 放 の

 孝 め の努 力 を 続 け ね ば な らな い。 (P.148b2-5, D.152a1-4)

大界 の外 へ出て, そ こにい る比丘 だけで新 たに界 を結 び, 別個 のサ ンガを形成す

れば布薩 をす るこどがで きる。
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(37) 布 薩 が 終 了 した ら, 引 続 い て 掲磨 を 行 な い, 種 々 の議 案 を決 議 しな けれ ば な

 らな い。 病 気 で 布 薩 に 出 席 で きな い 比 丘 は, これ らの掲 磨 に も参 加 で き な い こ

 と にな るか ら, 清 浄 だ け で な く 欲('dun pa, chanda, 参議権 の放棄)も 伝 えね ば

 な らな い。 伝 達方 法 は(32)と全 く同 じ。(P.148b5-150a5, D.152a4-153b4)

 布薩 は比丘 の義務 であ り, これに欠席 す るためには, 清浄(無 罪証 明)を 提 出 し

 て皆 の承認 を得 なければな らない。 一方, その他 一般 の錫磨 は, 議題決定 のため

 の会議 であ って, これに参加 す るのは比丘 の権 利であ る。 したが って, 掲磨 に欠

 席 す るため提 出す る 「欲 」は, 権 利の放棄 を意味 す るものであ って, 清浄 とは本

 質的に異 な る。

(38) 清 浄 と欲 を 委託 され た比 丘 が途 中 で死 ん だ り, 一 人 前 の比 丘 で な い こと を告

 白 した場 合 の規 定。 内 容 は(33)と同 じ。(P.150a4-151a1, D.153b4-154b1)

(39) 比 丘 の人 数 に応 じた布 薩 の方 法。(34)で の 「清浄 」 が 「清浄 と欲 」 に代 わ って

 い るだ け。(P.151a1-b2, D.154b1-155a2) 

(32)-(34)と(37)-(39)は, 「清浄 」が 「清浄 と欲 」にな ってい るだけで, 内容 は 同 じ。

 実際に使われた規則は(37)-(39)であって, (32)-(34)は規則の成立過程を明らかにする

 意味で記されている。

(40) 乱心比丘がいて, 布薩の時に来たり来なか った りしたためサンガに混乱が生

 じた。世尊は, 乱心比丘を掲磨(布 薩, 自恣も含む)の 構成員かち除外 してもよ

 いとい う許可(smyos pa'i gnan ba)を 与え, そのための白二鵜磨を制定す る。

 (P.151b2-152b3, D.155a2-156a3)

(41)布薩時における罪の告白の仕方。(P.152b3-155a4, D.156a3-158bs)i).罪 の告

 白は, 布薩の儀式が始まるまでに済ましておかねばならない。 自分のや ったこ

 とが罪になるかどうか判断できない時は, 経 ・律 ・論の専門家に尋ねて判断 し

てもらい, もし罪になるのだったら, 布薩の前に告白しておかねばならない。

 サンガ全員が集合し終 ったあとで自分の罪を思い出した場合は, 傍の比丘に向

 かって, その罪の憎時的棚上げを明言しておいて(byin gyis brlab pa), 翌 日正

 式な形で告白, 滅罪しなければならない。pratimoksaの 唱諦が始 まった あと

 で自分の罪を思い出した時は, 心の中で罪の一時的棚上げを明言 しておいて, 

 翌 日正式に告白, 滅罪す る。ii). 布薩の日に全員が(同 じ種類の)罪 を犯 し

 ていたとすると, 犯罪比丘は自分と同種の罪を犯 した比丘の告白を受けること

 ができないとい う規則により, 罪の告白が不可能になってしまう。そ んな時は, 

 誰か一人の比丘を別のサンガへ送ってそこで罪を告白させ, 清 らかな身となっ

 て戻ってきたその比丘に向かって, 他の比丘達が告白, 滅罪する。この方法が
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無理な時は, 全員の罪を一時棚上げにしておいて布薩を済ませ, 後日何らかの

形で告白, 滅罪する。iii)一 人を除いて全員が同じ罪を犯 し, しかも自分達

の罪に気付いていない場合, 唯一人の無犯比丘は日頃親しくしている比丘のと

ころへ行って話しかけ, 穏やかにそれとなく相手の罪を悟らせる。そして皆の

見ていると. ろで罪を告白させ, 他の比丘達にも罪を認めさせる。但し強制的

な方法で罪を悟らせてはならない。

iii)は規 則の意 図が よくわか らない。滅罪 よりもサ ンガの和合 が優先 す るとい う

ことか? 私 の知 る限 り, 同じ記述 は 『根 本 薩 婆 多 部 律 摂』巻一(大 正24.592

c7)に のみ見 られる。

42uddana.(P.155a4, D.158bs)

(43) ま だ 来 て い な い比 丘 が い るの を 知 りな が ら勝 手 に布 薩 を して しま った場 合 の

 処 理 法。 これ は 次 の よ うに分 類 され る。

 (i)先 に布 薩 を して しま う比 丘(三 種) (3)在 住 比 丘 (5)客 比 丘 (c)在 住 ・

 客 の 両方 が混 じ った場 合

 (ii)ま だ来 て い な い比 丘(三 種)一(3)在 住 比 丘(5)客 比 丘(c)在 住 ・客 の

 両 方 が混 じ った場 合

 (iii) (i)と(ii)の人 数 の大 小(三 種)一(3)(i)の 方 が 多 い (5)(i)と(ii)が 等 しい (c)

 (ii)の方 が 多 い

㈹ 先 に布 薩 を して し ま った 理 由(三 種)一(a)規 則 に違 反 して い な い と 思 っ

 て (5)規 則 違 反 か も しれ な い と迷 い な が ら (c)サ ンガ が 分 裂 して も構 わ な

 い と考 えて(こ の うち(a)(b)は軽罪で済むが, (c)は僧残 罪。)

 以 上, 3×3×3×3=81通 りの処 理 法 が説 明 され る。(P.155a4-171b4, D.158b6-176

 b4)

チ ベ ッ ト訳 に誤 りが あ る。P.164b1, D.168b4; P.164b5, D.169a1; P.164b8, D.

169a4の 三 箇 所 に み られ るdge slonglo bur du'ohspa mam pa dag「 同人 数 の

客 比 丘 」 は, dge sloe glo bur du'ons pa dan Ngnug mar gnas pa ches Nnun ba

dag「 よ り少 人 数 の客 比 丘 と在 住 比 丘 」 で な けれ ば な らな い。

(44) antaroddana. (P.171b4, D.176b4)

(45) ま だ来 て い な い比 丘 が い る とは知 らず に, 先 に布 薩 を して しま った 場 合 の処

 理 法。(43)と 同様, 様 々 に分 類 され る。(i)-(iii)は(43)と同 じ。(lv)がな くて その 代 わ

 り, 遅 れ た比 丘 が や って来 た時 に布 薩 儀 式 が ど こ まで 進 行 して い るか に よ って

 四種 類 の場 合 が想 定 され る。 したが って3×3×3×4=108通 りの 処 理 法 が 説 明

 され る。 いず れ の場 合 に も, 先 に 布 薩 を し た 比 丘 は 無 罪。(P.171b4-189b7, D.
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(171) チ ペ ッ 訳 律 蔵 「布 薩 事Jの 内容(佐 々木)

 176b4-198b4)

チ ベ ッ ト訳 の誤 り。P.174a2, D.179b4; P.174a6, D.179b?の こ 箇 所 に あ るdge 1

sloe gnug mar gnas pa mnam pa dag it dge sloe glo bur du ons pa mnam pa

dagで な けれ ば な らな い。

46 antaroddana. gyp.189b7-8, D.198b4)

(47) 十 五 日布 薩 を主 張 す る比 丘 と十 四 日布 薩 を主 張 す る比 丘 が い た場 合, どち ら

が 優 先 す るか。(P.189b7-190a5, D.198b4-199a8)

(48) 布 薩 の た め に集 合 した 比 丘 が, 同 じ界 の 中 に 未 知 の比 丘 が い る証 拠 を 見つ け

 た 場 合 の処 理 方 法。 全 部 で 七 十 二 通 り。(P.190a5-207b8, (99a3-220a5)

チ ベ ッ ト訳 の誤 り。

i) P.192b2, D.201b6のnes pa sbom po「 重 罪 」 と あ る の はgal tshabs can

 「罪 科 人 」(軽 罪 を犯 した 者)の 誤 り。

ii)P.195a2, dz lta steか ら195b5, gyur roま で は194a6, di lta steの 前 に来 な け

 れ ば な らな い。 さ らに195b5の'gal tshabs canはNnes pa sbom poの 誤 り。

 D.は 正 しい形 に な って い る。

iii) P. 195a1, D. 205b8 00 dge sloe glo bur du 'ofis ba ches man po dag b, dge 

 sloe glo bur du ons ba ches nun ba dag 0 9 o 

iv) P. 199a1, D. 209b5 o dge sloii glo bur du 'ons ba ches nun ba dag b-I dge

sloe gnug mar gnas pa ches nun ba dag oa; 9 o

(49) antaroddana.(P.207b3, D.220a5)

(50) 布 薩 の 時, 比 丘 が 移 動 して も よい 場所, 移 動 して は な らな い場 所 の列 挙。 原

 則 と して 正 し く布 薩 を行 な え る よ うな場 所 へ な らば 移 動 して も よい。 但 し災 難

 が 生 じた 場 合 と, サ ン ガの 全 員 が 移 る場 合 は, ど こへ移 動 し て も 構 わ な い。

 (P.207b3-208b3, D.220a5-221b1)

(51) 布 薩 へ の 参 加 を許 され な い 者 の 列 挙。 比 丘 で な い者 や, 一 人 前 の比 丘 と して

 の 資 格 を 失 った者 は参 加 で き な い。(P.208b3-8, D.221b1-5)

 (後註 略)

 (京都大学大学院)
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